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(57)【要約】
【課題】重量が少なく、またラック同士の連結強度を高
くすることも可能な配管ユニット及びその連結構造を提
供する。
【解決手段】配管ユニット４０は、下段側メインビーム
４１，４２及び上段側メインビーム４３，４４と、各メ
インビーム４１～４４の一端側及び他端側においてそれ
ぞれ立設された第１エンドピラー４５，４６及び第２エ
ンドピラー４７，４８と、該上段側メインビーム４３，
４４の両端側同士の間、並びに下段側メインビーム４１
，４２の両端側同士の間にそれぞれ架設された第１クロ
スビーム４９，５０及び第２クロスビーム５１，５２と
を有した直方格子形のラックに配管６０を取り付けたも
のである。各メインビーム４１～４４の両端側はエンド
ピラー４５～４８及びクロスビーム４９～５２よりも該
メインビーム４１～４４の長手方向に延出している。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下段側の平行な１対の下段側メインビームと、
　該下段側メインビームと平行な１対の上段側メインビームと、
　各メインビームの一端側において立設された第１エンドピラーと、
　各メインビームの他端側において立設された第２エンドピラーと、
　該上段側メインビームの該一端側同士及び下段側メインビームの該一端側同士の間にそ
れぞれ架設された第１クロスビームと、
　該上段側メインビームの該他端側同士及び下段側メインビームの該他端側同士の間にそ
れぞれ架設された第２クロスビームと、
を有した直方格子形のラックに対し、該メインビームと平行方向に延在するように配管を
取り付けた配管ユニットにおいて、
　該メインビームの一端側は第１エンドピラー及び第１クロスビームよりも該メインビー
ムの長手方向に延出しており、
　該メインビームの他端側は第２エンドピラー及び第２クロスビームよりも該メインビー
ムの長手方向に延出しており、
　上段側メインビームの該一端側の先端と下段側メインビームの該一端側の先端との間に
は縦材が不存在であり、
　上段側メインビームの該他端側の先端と下段側メインビームの該他端側の先端との間に
は縦材が不存在であることを特徴とする配管ユニット。
【請求項２】
　請求項１において、前記上段側メインビームと下段側メインビームの長手方向の途中同
士が鉛直なサイドピラーで連結されると共に、
　該サイドピラーと、上段側メインビーム及び下段側メインビームと、前記エンドピラー
とで囲まれる方形枠状部に、対角線方向に補強用ブレースが架設されていることを特徴と
する配管ユニット。
【請求項３】
　請求項１において、前記上段側メインビームと下段側メインビームの長手方向の途中の
複数箇所同士が鉛直なサイドピラーで連結されると共に、
　１対の該サイドピラーと、上段側メインビーム及び下段側メインビームとで囲まれる方
形枠状部に、対角線方向に補強用ブレースが架設されていることを特徴とする配管ユニッ
ト。
【請求項４】
　請求項２又は３において、前記第１エンドピラー同士の間、第２エンドピラー同士の間
、及びメインビーム長手方向と直交方向において対峙する１対のサイドピラー同士の間に
キャリービームが架設されており、
　前記配管が該キャリービームに取り付けられていることを特徴とする配管ユニット。
【請求項５】
　請求項１ないし４のいずれか１項において、
　該メインビームの一端側の先端面と前記配管の該一端側の先端面とは面一状であり、
　該メインビームの他端側の先端面と前記配管の該他端側の先端面とは面一状であること
を特徴とする配管ユニット。
【請求項６】
　請求項１ないし５のいずれか１項において、各メインビームの前記一端側に、隣接配置
される配管ユニットのメインビームの他端側に連結するためのタイプレートが取り付けら
れており、
　該タイプレートは、該メインビームの長手方向に延在した平板状であり、
　該タイプレートのメインビーム一端側が留付用ボルトによって該メインビームに留め付
けられており、該留付用ボルトは、該メインビームの長手方向と直交方向に延在しており
、
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　該タイプレートの他端側にはボルト挿通用の第１の孔が設けられており、
　各メインビームの前記他端側には、ボルト挿通用の第２の孔が設けられていることを特
徴とする配管ユニット。
【請求項７】
　請求項１ないし６のいずれか１項に記載の配管ユニットが配管長手方向に隣接配置され
、
　各配管ユニットのメインビーム同士及び配管同士が連結されていることを特徴とする配
管ユニット連結構造。
【請求項８】
　請求項７において、前記配管ユニットは請求項６の配管ユニットであって、
　隣接する配管ユニットのメインビーム同士は、一方の配管ユニットのメインビーム一端
側のタイプレートを前記留付用ボルト回りに回動させて他方の配管ユニットのメインビー
ム他端側に渡し込み、前記第１の孔及び第２の孔に締結用ボルトを通してナット締めする
ことにより連結されていることを特徴とする配管ユニット連結構造。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はラックに配管を取り付けた配管ユニットと、この配管ユニット同士の連結構造
とに関する。
【背景技術】
【０００２】
　各種工場、コンビナート等のプラント設備において、配管を１本ずつ配設施工したので
は著しく施工効率が低い。そこで、複数本の配管をまとめてラックに取り付けて配管ユニ
ットとしておき、多数の配管ユニットを施工現場に搬入し、配管ユニット同士（ラック同
士及び配管同士）を連結して施工効率を格段に向上させるようにした工法が採用されてい
る。
【０００３】
　かかる配管ユニットの一例が特開２００７－３２７３８の図６，７に示され、その連結
構造が図１１～１４に示されている。
【０００４】
　この従来例について第６～９図を参照して次に説明する。
【０００５】
　第６図は特開２００７－３２７３８の図６であり、配管ユニットの斜視図である。第７
図は特開２００７－３２７３８の図７であり、ラックの骨格フレームの斜視図である。第
８図は特開２００７－３２７３８の図１１であり、配管ユニット同士の連結部の平面図で
ある。第９図は特開２００７－３２７３８の図１４であり、配管ユニット同士の連結部分
の斜視図である。
【０００６】
　第６図及び第７図の通り、この配管ユニット１０にあっては、上段側及び下段側にそれ
ぞれメインビーム１１，１２，１３，１４が設けられ、それらの両端側に鉛直なエンドピ
ラー１５，１６，１７，１８が立設され、途中にサイドピラー１９，２０が立設されてい
る。上段側メインビーム１１，１２同士及び下段側メインビーム１３，１４同士は、それ
らの両端側においてクロスビーム２１，２２，２３，２４によって連結され、途中におい
てミッドクロスビーム２５，２６によって連結されている。上段側メインビーム１１及び
下段側メインビーム１３の両端同士が縦材２７，２８によって連結されている。上段側メ
インビーム１２及び下段側メインビーム１４の両端同士が縦材２９，３０によって連結さ
れている。
【０００７】
　これらのビーム１１～３０によって第７図に示すラック骨格フレームが構成され、この
ラック骨格フレームに対し第６図のキャリービーム３１が固設されてラックとされる。配
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管３２，３３は、このキャリービーム３１に載荷され、Ｕボルト（図示略）によって該キ
ャリービーム３１に固定される。
【０００８】
　複数の配管ユニット１０を、各々の配管が同軸状となるように隣接配置し、隣接するラ
ックの縦材２７，２８同士及び縦材２９，３０同士を突き合わせる。
【０００９】
　そこで、１対の平板３４並びにボルト３５及びナット３６よりなる接合具３３によって
これらの縦材同士を連結する（同号公報[００５６]）。また、配管３２同士、配管３３同
士をそれぞれ連結する。
【特許文献１】特開２００７－３２７３８
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上記従来の配管ユニットにあっては、配管ユニットのラックの縦材２７，２９同士及び
縦材２８，３０同士を接合具３３によって連結するようにしているが、縦材２７～３０が
存在する分だけラック重量が増大する。また、１対の平板３４によって縦材２７，２８又
は縦材２９，３０を挟み、平板３４同士をボルト３５、ナット３６で連結するようにした
ラック同士の連結構造では、ラック同士の連結強度が低い。
【００１１】
　本発明では、上記従来の問題点を解決し、重量が少なく、またラック同士の連結強度を
高くすることも可能な配管ユニット及びその連結構造を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明（請求項１）の配管ユニットは、下段側の平行な１対の下段側メインビームと、
該下段側メインビームと平行な１対の上段側メインビームと、各メインビームの一端側に
おいて立設された第１エンドピラーと、各メインビームの他端側において立設された第２
エンドピラーと、該上段側メインビームの該一端側同士及び下段側メインビームの該一端
側同士の間にそれぞれ架設された第１クロスビームと、該上段側メインビームの該他端側
同士及び下段側メインビームの該他端側同士の間にそれぞれ架設された第２クロスビーム
と、を有した直方格子形のラックに対し、該メインビームと平行方向に延在するように配
管を取り付けた配管ユニットにおいて、該メインビームの一端側は第１エンドピラー及び
第１クロスビームよりも該メインビームの長手方向に延出しており、該メインビームの他
端側は第２エンドピラー及び第２クロスビームよりも該メインビームの長手方向に延出し
ており、上段側メインビームの該一端側の先端と下段側メインビームの該一端側の先端と
の間には縦材が不存在であり、上段側メインビームの該他端側の先端と下段側メインビー
ムの該他端側の先端との間には縦材が不存在であることを特徴とするものである。
【００１３】
　請求項２の配管ユニットは、請求項１において、前記上段側メインビームと下段側メイ
ンビームの長手方向の途中同士が鉛直なサイドピラーで連結されると共に、該サイドピラ
ーと、上段側メインビーム及び下段側メインビームと、前記エンドピラーとで囲まれる方
形枠状部に、対角線方向に補強用ブレースが架設されていることを特徴とするものである
。
【００１４】
　請求項３の配管ユニットは、請求項１において、前記上段側メインビームと下段側メイ
ンビームの長手方向の途中の複数箇所同士が鉛直なサイドピラーで連結されると共に、１
対の該サイドピラーと、上段側メインビーム及び下段側メインビームとで囲まれる方形枠
状部に、対角線方向に補強用ブレースが架設されていることを特徴とするものである。
【００１５】
　請求項４の配管ユニットは、請求項２又は３において、前記第１エンドピラー同士の間
、第２エンドピラー同士の間、及びメインビーム長手方向と直交方向において対峙する１
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対のサイドピラー同士の間にキャリービームが架設されており、前記配管が該キャリービ
ームに取り付けられていることを特徴とするものである。
【００１６】
　請求項５の配管ユニットは、請求項１ないし４のいずれか１項において、該メインビー
ムの一端側の先端面と前記配管の該一端側の先端面とは面一状であり、該メインビームの
他端側の先端面と前記配管の該他端側の先端面とは面一状であることを特徴とするもので
ある。
【００１７】
　請求項６の配管ユニットは、請求項１ないし５のいずれか１項において、各メインビー
ムの前記一端側に、隣接配置される配管ユニットのメインビームの他端側に連結するため
のタイプレートが取り付けられており、該タイプレートは、該メインビームの長手方向に
延在した平板状であり、該タイプレートのメインビーム一端側が留付用ボルトによって該
メインビームに留め付けられており、該留付用ボルトは、該メインビームの長手方向と直
交方向に延在しており、該タイプレートの他端側にはボルト挿通用の第１の孔が設けられ
ており、各メインビームの前記他端側には、ボルト挿通用の第２の孔が設けられているこ
とを特徴とするものである。
【００１８】
　請求項７の配管ユニット連結構造は、請求項１ないし６のいずれか１項に記載の配管ユ
ニットが配管長手方向に隣接配置され、各配管ユニットのメインビーム同士及び配管同士
が連結されていることを特徴とするものである。
【００１９】
　請求項８の配管ユニット連結構造は、請求項７において、前記配管ユニットは請求項６
の配管ユニットであって、隣接する配管ユニットのメインビーム同士は、一方の配管ユニ
ットのメインビーム一端側のタイプレートを前記留付用ボルト回りに回動させて他方の配
管ユニットのメインビーム他端側に渡し込み、前記第１の孔及び第２の孔に締結用ボルト
を通してナット締めすることにより連結されていることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の配管ユニットにあっては、ラック上下のメインビームの両端同士を連結する縦
材が存在しない。そのため、ラックが軽量である。
【００２１】
　請求項２，３のようにブレースを設けることにより、ラックの強度が増大する。なお、
ブレースは軽量であり、ブレース設置に伴う重量増は微かである。
【００２２】
　請求項５によると、ラック同士を突き合わせて連結し、かつ配管同士を突き合わせて連
結することができる。
【００２３】
　本発明の配管ユニット連結構造にあっては、この配管ユニット同士がタイプレートを介
して連結される。
【００２４】
　請求項６，８によると、このタイプレートがボルトによってメインビームに連結される
ので、配管ユニット同士の連結強度が高いものとなる。また、一方のラックのタイプレー
トをボルト回りに約１８０°回転させ、タイプレートを他方のラックのメインビームに渡
し込んでボルト留めすることにより、ラック同士の連結強度が増大する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下、図面を参照して実施の形態について説明する。
【００２６】
　第１図は実施の形態に係る配管ユニットの斜視図、第２図は第１図の配管ユニットのラ
ックの骨格フレームの斜視図、第３図は配管ユニット同士の連結体を示す斜視図、第４図
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はメインビーム同士の連結方法を示す斜視図、第５図はメインビーム同士の連結構造を示
す斜視図である。
【００２７】
　この配管ユニット４０のラックは、メインビームとして、下段側の平行な１対の下段側
メインビーム４１，４２と、該下段側メインビーム４１，４２と平行な１対の上段側メイ
ンビーム４３，４４とを有する。
【００２８】
　該ラックは、エンドピラーとして、各メインビーム４１～４４の一端側において立設さ
れた第１エンドピラー４５，４６と、各メインビーム４１～４４の他端側において立設さ
れた第２エンドピラー４７，４８とを有する。
【００２９】
　該ラックは、クロスビームとして、該上段側メインビーム４３，４４の該一端側同士及
び下段側メインビーム４１，４２の該一端側同士の間にそれぞれ架設された第１クロスビ
ーム４９，５０と、該上段側メインビーム４３，４４の該他端側同士及び下段側メインビ
ーム４１，４２の該他端側同士の間にそれぞれ架設された第２クロスビーム５１，５２と
を有する。
【００３０】
　該ラックは、上段側メインビーム４３と下段側メインビーム４１及び上段側メインビー
ム４４と下段側メインビーム４２の長手方向の途中の複数箇所同士を連結する鉛直なサイ
ドピラー５３，５４を有する。また、第１エンドピラー４５，４６同士の間、第２エンド
ピラー４７，４８同士の間、及びメインビーム４１～４４の長手方向と直交方向において
対峙する１対のサイドピラー５３，５３同士及びサイドピラー５４，５４同士の間に上下
多段に架設されたキャリービーム５５を有する。
【００３１】
　配管ユニット４０は、このように構成された直方格子形のラックに対し、該メインビー
ム４１～４４と平行方向に延在するように配管６０をキャリービーム５５及び下段側のク
ロスビーム５０，５２にＵボルト６１で取り付けたものである。配管６０の先端にはフラ
ンジ６２が設けられている。
【００３２】
　各メインビーム４１～４４の一端側は第１エンドピラー４５，４６及び第１クロスビー
ム４９，５０よりも該メインビーム４１～４４の長手方向の該一端側に延出しており、各
メインビーム４１～４４の該一端側の先端面と配管６０の該一端側の先端面（フランジ面
）とは面一状である。
【００３３】
　各メインビーム４１～４４の他端側は第２エンドピラー４７，４８及び第２クロスビー
ム５１，５２よりも該メインビーム４１～４４の長手方向の該他端側に延出しており、各
メインビーム４１～４４の該他端側の先端面と配管６０の該他端側の先端面（フランジ面
）とは面一状である。
【００３４】
　上段側メインビーム４３，４４の該一端側の先端と下段側メインビーム４１，４２の該
一端側の先端との間には縦材が不存在であり、上段側メインビーム４３，４４の該他端側
の先端と下段側メインビーム４１，４２の該他端側の先端との間にも縦材が不存在である
。
【００３５】
　該サイドピラー５３又は５４と、上段側メインビーム４３又は４４と、下段側メインビ
ーム４１又は４２と、エンドピラー４５，４６，４７又は４８とで囲まれる方形枠状部に
、対角線方向に鋼棒よりなる補強用ブレース７０が架設されている。
【００３６】
　１対のサイドピラー５３，５４と、上段側メインビーム４３と下段側メインビーム４１
とで囲まれる方形枠状部及び、１対のサイドピラー５３，５４と、上段側メインビーム４
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４と下段側メインビーム４２とで囲まれる方形枠状部にも、対角線方向に補強用ブレース
７０が架設されている。各ブレース７０には、緊張用のターンバックル（図示略）が設け
られている。
【００３７】
　各メインビーム４１～４４の前記一端側の先端部の側面に、隣接配置される配管ユニッ
ト４０への連結用のタイプレート８０が取り付けられている。該タイプレート８０は、該
メインビーム４１～４４の長手方向に長い長方形の平板状である。
【００３８】
　長方形の該タイプレート８０の長手方向の一端側が留付用ボルト８４によって該メイン
ビーム４１～４４に留め付けられている。該留付用ボルト８４は、該メインビーム４１～
４４の長手方向と直交方向かつ水平方向に延在している。
【００３９】
　該タイプレート８０の他端側にはボルト挿通用の第１の孔８１が設けられており、各メ
インビーム４１～４４の前記他端側には、ボルト挿通用の第２の孔８２が設けられている
。
【００４０】
　なお、図面を明瞭にするために、第１，３図では配管６０は１本だけ図示されているが
、実際には各キャリービーム５５及び第１クロスビーム５０上にも配管が設置されている
。
【００４１】
　第３図の通り、複数の配管ユニット４０が配管６０の長手方向に隣接配置され、各配管
ユニット４０，４０のメインビーム４１～４４同士及び配管６０同士が連結される。
【００４２】
　第４，５図の通り、隣接する配管ユニット４０，４０同士を連結するには、一方の配管
ユニット４０のメインビーム４１～４４の一端側のタイプレート８０を前記留付用ボルト
８４回りに約１８０°回動させて他方の配管ユニット４０のメインビーム４１～４４の他
端側に渡し込み、前記第１の孔８１及び第２の孔８２に締結用ボルト８５を通してナット
（図示略）締めする。これにより、配管ユニット４０同士が簡易かつ強固に連結される。
【００４３】
　また、各配管ユニット４０，４０を連結すると、各々の配管６０，６０のフランジ６２
，６２同士が重なり合うので、ボルト（図示略）によって両者を連結する。
【００４４】
　なお、配管６０の一方の端部がメインビーム４１～４４の先端よりも所定長さだけ後退
するように配管６０の全長をメインビーム４１～４４よりも該所定長さだけ短くしてもよ
い。この場合、該所定長さの軸長を有した伸縮可能な配管継手を、連結される配管６０，
６０同士の間に介在させる。この配管継手は、配管６０の熱膨張を吸収するためのもので
ある。
【００４５】
　このように構成された配管ユニット４０及びその連結構造にあっては、メインビーム４
１～４４の両端同士を連結する縦材が存在しない。そのため、ラックが軽量である。
【００４６】
　この実施の形態では、ブレース７０を設けたことにより、ラックの強度が高い。なお、
ブレース７０は軽量であり、ブレース設置に伴う重量増は微かである。
【００４７】
　この実施の形態によると、メインビーム４１～４４同士を突き合わせてタイプレート８
０によって容易に連結することができる。また、配管６０同士を突き合わせて容易に連結
することができる。
【００４８】
　即ち、この配管ユニット連結構造にあっては、この配管ユニット４０同士がタイプレー
ト８０を介して連結されている。このタイプレート８０がボルト８４，８５によってメイ
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ンビーム４１～４４に連結されるので、配管ユニット４０，４０同士の連結強度が高いも
のとなる。また、一方の配管ユニット４０のタイプレート８０をボルト８４回りに約１８
０°回し、タイプレート８０を他方の配管ユニット４０のメインビーム４１～４４に渡し
込んでボルト８５留めすることにより、配管ユニット４０，４０同士を容易に連結するこ
とができると共に、両者の連結強度が高いものとなる。
【００４９】
　上記の実施の形態は本発明の一例であり、本発明は図示の構成に限定されない。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】実施の形態に係る配管ユニットの斜視図である。
【図２】図１の配管ユニットのラックの骨格フレームの斜視図である。
【図３】配管ユニット同士の連結体を示す斜視図である。
【図４】メインビーム同士の連結方法を示す斜視図である。
【図５】メインビーム同士の連結構造を示す斜視図である。
【図６】従来例に係る配管ユニットの斜視図である。
【図７】従来例に係るラックの骨格フレームの斜視図である。
【図８】従来例に係る配管ユニット同士の連結部の平面図である。
【図９】従来例に係る配管ユニット同士の連結部分の斜視図である。
【符号の説明】
【００５１】
　４０　配管ユニット
　４１，４２　下段側メインビーム
　４３，４４　上段側メインビーム
　４５，４６　第１エンドピラー
　４７，４８　第２エンドピラー
　４９，５０　第１クロスビーム
　５１，５２　第２クロスビーム
　５３，５４　サイドピラー
　５５　キャリービーム
　６０　配管
　６１　Ｕボルト
　６２　フランジ
　７０　ブレース
　８０　タイプレート
　８１　第１の孔
　８２　第２の孔
　８４　留付用ボルト
　８５　締結用ボルト
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